
【面積】4,612.21㎢
【人口】 2,521,368人
※2024.11.1現在
【うち65歳以上】 734,835人
【高齢化率】 29.5 ％
※令和6年1月1日現在

• 認知症高齢者の増加等による権利擁護支援ニーズの増大、身寄りのない方の支援など総合的な権利擁護支援体制の整備が急務と
なっている。

• 特に過疎地域では法人後見の担い手不足と専門職の偏在が見られ、市町村での持続可能な法人後見支援体制の単独整備は難し
い。モデル事業では、京都府社協による福祉サービス利用援助事業と成年後見制度の一体的運用、市町村社協・社会福祉法人と連
携した地域の権利擁護支援体制の確立、専門人材が少ない地域へのリモート支援、不正防止・ガバナンス強化・徹底体制の構築によ
り、誰もが尊厳・生きがいをもって、住み慣れた地域で住み続けることができる地域社会（地域共生社会）の実現を目指している。

事業概要、実施スキーム ステークホルダーの役割

【事業概要】
• 京都府社会福祉協議会が、市町村社会福祉協議会及び社会福祉法人等との協
力により法人後見を推進し、誰もが尊厳を持って生きることができる総合的な権利
擁護支援体制の構築を目指す。

【事業対象】
• 法人後見の業務委託先団体
• 市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、等

【都道府県等】京都府
• 予算の確保
• 市町村社協、社会福祉法人への、法人後見担当、専門員・支援員養成研修の
講師の派遣

• 京都府、京都府社会福祉協議会、京都家庭裁判所の３者協議の開催
• 京都府内の各圏域における成年後見制度利用促進に係る勉強会の開催

【都道府県社協】京都府社会福祉協議会
• 町村部において、京都府社協が法人後見を実施（町村社協と共同実施）
• 市部における、未実施市社協の体制整備を支援
• 市町村社協の法人後見推進の後方支援（研修会、各種会議の開催）
• 福祉サービス利用援助事業、家計改善支援事業と連携

【その他】市町村社協、社会福祉法人
• 京都府社協から法人後見の業務の一部を受託
• 京都府社協への随時報告、情報共有
• 職員のスキルを活かしながら、本人への見守りや日常生活の支援

※令和6年度までの取組状況京都府「持続可能な権利擁護支援モデル事業」（取組開始：令和５年度～）

身寄りのない人等に対する市町村が関与
した新たな生活支援(金銭管理等)・意思
決定支援に関する取組 

[1]法人後見の取組に
民間事業者等の参画を促す

[2]日常生活自立支援事業の取組に
民間事業者等の参画を促す取組

[1]寄付等による多様な主体の参画を
促す取組

[2]支援困難事案に都道府県等が
関与する取組

[1]包括的な相談・調整窓口の整備

[2]総合的な支援パッケージを
提供する取組
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対象地域 背景・経緯



京都府「持続可能な権利擁護支援モデル事業」（取組開始：令和５年度～）

【予算】
• 2,400千円（令和５年度）、1,200千円（令和６年度）

【会議体の開催頻度】
• 京都府、京都府社祉、京都家庭裁判所の３者協議の開催：毎月1回
• 各圏域における成年後見制度利用促進に係る勉強会の開催：3カ月に1回
• 京都府社協による、法人後見基礎研修：3日間（令和5年度）、4日間（令和4年度）
• 京都府社協による、実務担当者研修：2日間（令和6年度）
• 京都府社協による、法人後見の各種会議の開催：2回（令和5年度）

【京都府社会福祉協議会からの業務委託状況】
• 業務委託中の市町村社協：2団体
• 支援を受けている対象者の人数：1団体1名

【地域関係機関との連携】

• 主体である本人の意向を聞きながら、地域関係機関による面的なネットワークで権利擁護

支援に取り組んでいる。

• 特に、市町村には支援方針の共有などで主体的に関与をしてもらったうえで、京都府社協

が担う業務委託型の法人後見制度を活用してもらうようにしている。

【勉強会開催や研修による情報共有の円滑化】

• 各市町村における取組推進を後押しするために、府内４つの各圏域にて勉強会を開催し

ている。

• 京都府社協において、法人後見基礎研修、実務者担当研修、各種会議を開催している。

【現状の課題】

• 取組の推進には、各市町村の中核機関の推進力/コーディネート力が重要となるが、現

状では、各市町村の中核機関ごとに推進力/コーディネート力に差がある状況。

• 今後、中核機関が担うべき役割を明確化していく必要がある。

【今後の展開】

• 本人の多様な権利擁護・生活支援ニーズに対応する支援策を構築するとともに、すべて

の地域で、誰ひとり取り残さない体制づくりに取り組み、一人一人の尊厳が守られる社会

の実現を目指す。

利用の流れ

現状の課題、今後の展開

工夫、配慮等

基本指標

※令和6年度までの取組状況

○相談受付（行政，第1次相談窓
口）
○アセスメント
○判断能力の確認，医師との調整
〇ケース会議・支援調整会議
○中核機関・運営委員会での調整
※法人後見支援の必要性の検討
→必要性が見込まれる場合，
府社協へ連絡相談

市町村（中核機関，支援機関）

（さまざまな生活困難状況）
○金銭管理困難
○福祉サービスが必要
○重要財産の維持管理
○相続問題発生
○贈与問題

本人〔親族・関係者〕

日常的生活支援
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助言・協議・依頼

相談・協議・連携
申立支援アドバイス

支援

日常生活支援担当〔市町村社協・社福法人〕

法人後見専門員 法人後見支援員

〇日常的支援計画の策定
〇日常的な金銭管理支援（保管物等）
〇日常生活の見守り支援（定期的な訪問，電話連絡等）

法人後見人〔京都府社会福祉協議会〕

〇専門職（スーパーバイザー）の配置
〇審査会（運営委員会）・・・後見受任判定
〇支援計画の策定
〇（高額）財産管理（目録の作成を含む）
〇契約の代理行為，同意権行使，連絡調整
○法人後見支援に関する研修会等の開催
〇調査研究，広報啓発

生活状況の報告・
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支援内容の指示
(スーパーバイズ)
必要経費の支払
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状況ヒアリング等
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